
特定個人情報保護評価書（重点項目評価書）

評価書番号  評価書名

13 児童手当に関する事務　重点項目評価書

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

大分市は、児童手当事務における特定個人情報ファイルの取扱いにあたり、
特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利益に影響
を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生
させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じ、もって個人のプライバ
シー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。

特記事項

[令和６年10月　様式３]

 評価実施機関名

大分市長

 公表日

令和7年4月30日



項目一覧

Ⅴ　評価実施手続

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要

　（別添２）　変更箇所

Ⅳ　開示請求、問合せ

Ⅰ　基本情報

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目

Ⅲ　リスク対策



Ⅰ　基本情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称

 ③他のシステムとの接続

児童手当に関する事務

 ②事務の内容

 ２．特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム

 ①システムの名称 福祉総合システム

 ③対象人数 [ 10万人以上30万人未満

 ②システムの機能

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○

[ ] その他 （ )

[ ○ ] 宛名システム等 [

] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ○[

○

1) 1,000人未満
3) 1万人以上10万人未満

]

＜選択肢＞
2) 1,000人以上1万人未満
4) 10万人以上30万人未満

 システム1

市町村（特別区を含む。以下「市町村」という。）は、児童手当法（昭和46年法律第73号）に基づき、高校
生年代まで（18歳になって最初の3月31日を迎えるまで）の国内に住所を有する児童を対象として、その
児童の監護を行う保護者に児童手当を支給している。
また、児童福祉施設に入所していたり、里親に委託されていたりする児童については、施設の長又は里
親に児童手当を支給する。
大分市は、児童手当法及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
律（平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。）の規定に従い、特定個人情報を以下の事務で取
り扱う。

①新規認定請求
・新規認定請求書に基づき、受給者及び支給要件児童の認定を行う。
②額改定請求・額改定届
・額改定請求書・額改定届に基づき、手当支給額の増額・減額を行う。
③現況届
・現況届に基づき、年度更新を行う。
④認定通知書・額改定通知書・消滅通知書送付
・①、②、③の結果に基づき、通知書送付を行う。
⑤その他の届出
・消滅届に基づき、受給者の受給資格消滅を行う。
・氏名・住所変更届に基づき、氏名・住所の住民異動の確認又は変更を行う。
・振込口座変更届に基づき、手当の振込（支給）口座の変更を行う。
・未支払請求書に基づき、未支払の手当の支給決定等を行う。
・寄附申出書・寄附変更等申出書に基づき、寄附の受付・変更等を行う。
・学校給食費等徴収等申出書・学校給食費等徴収（支払）変更等申出書に基づき、徴収の受付・変更等
を行う。

※①②③⑤の届出については、サービス検索・電子申請機能による受領を含む。

以下の機能は、福祉総合システムが有する機能のうち、児童手当の支給に関して使用する機能のみ記
載している。

１．資格記録管理機能
　　受給者の受給事由の認定・消滅情報の管理を行う。

２．手当支給実績管理機能
　　受給者に対する児童手当の支給情報の管理を行う。

３．受給者管理機能
　　受給者の口座情報変更等の管理を行う。

４．事業状況報告機能
　　事業状況報告に関する集計表の作成を行う。

５．共通管理機能
　　以上１～４の機能が共通して利用する情報（世帯員情報・送付先情報等）を管理する。

] 庁内連携システム

] 既存住民基本台帳システム

] 税務システム



 システム2～5

 システム2

 ①システムの名称 団体内統合宛名システム

 ②システムの機能

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム

 システム3

 ①システムの名称 中間サーバー

 ②システムの機能

１．符号管理機能
　　情報照会・情報提供に用いる個人の識別子である「情報提供用個人識別符号（以下「符号」という）」
と、情報保有機関内で個人を特定するために利用する「団体内統合宛名番号」を紐付け、その情報を保
管・管理する。

２．情報照会機能
　　情報提供ネットワークシステムを介して、特定個人情報（連携対象）の情報照会・情報提供受領（照会
した情報の受領）を行う。

３．情報提供機能
　　情報提供ネットワークシステムを介して、情報照会要求の受領及び当該特定個人情報（連携対象）の
提供を行う。

４．既存システム接続機能
　　中間サーバーと既存システム、中間サーバーコネクタ、汎用機との間で情報照会内容、情報提供内
容、特定個人情報（連携対象）、符号取得のための情報等について連携する。

５．情報提供等記録管理機能
　　特定個人情報（連携対象）の照会又は提供があった旨の情報提供等記録を生成し、保管・管理する。

６．情報提供データベース管理機能
　　特定個人情報（連携対象）を副本として、保有・管理する。

７．データ送受信機能
　　中間サーバーと情報提供ネットワークシステム（インターフェイスシステム）との間で情報照会・情報提
供、符号取得のための情報等を連携する。

８．操作者認証・権限管理機能
　　中間サーバーを利用する操作者のアクセス権限・操作権限に基づいた各種機能や特定個人情報（連
携対象）へのアクセス制御を行う。

９．システム管理機能
　　バッチ処理の状況管理、業務統計情報の集計、稼動状態の通知、保管期間切れ情報の消去を行う。

[ ○ ] その他 （ 中間サーバー

１．団体内統合宛名管理機能
　　団体内統合宛名番号の付番を行う。
　　団体内統合宛名番号と既存住基システムの宛名番号とをひも付けて管理する。

２．宛名情報管理機能
　　氏名、住所など基本４情報を団体内統合宛名番号にひも付けて管理する。

３．中間サーバー連携機能
　　中間サーバーとのオンラインデータ連携、オフラインデータ連携用の媒体作成を行う。

○

[

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ○

[ ] 宛名システム等 [

)

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [

[ ] その他 （ )

 ③他のシステムとの接続

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ○ ] 宛名システム等 [

] 庁内連携システム

] 既存住民基本台帳システム

] 税務システム

] 庁内連携システム

] 既存住民基本台帳システム

] 税務システム



 ７．他の評価実施機関

-

 法令上の根拠 ・番号利用法第9条第1項　別表81の項

 ①実施の有無

 ②法令上の根拠

（番号利用法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表における情報提供の根拠）
・番号利用法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表42、125の項

（番号利用法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表における情報照会の根拠）
・番号利用法第19条第8号に基づく主務省令第2条の106、107の項

 ４．個人番号の利用 ※

児童手当情報ファイル

 ５．情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ※

 ②所属長の役職名
子育て支援課長
情報政策課長

 ６．評価実施機関における担当部署

 ①部署
大分市　子どもすこやか部　子育て支援課
大分市　企画部　デジタル戦略局　情報政策課

[

 ３．特定個人情報ファイル名

 システム4

 ①システムの名称 サービス検索・電子申請機能

 ②システムの機能

１．住民向け機能
　　自らが受け取ることができるサービスをオンラインで検索及び申請ができる機能

２．地方公共団体向け機能
　　住民が電子申請を行なった際の申請データ取得画面又は機能を、地方公共団体に公開する機能

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

[ ] その他 （ )

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [

] 庁内連携システム

] 既存住民基本台帳システム

 システム6～10

 システム11～15

 システム16～20

]

＜選択肢＞
1) 実施する
2) 実施しない
3) 未定

実施する



）支払口座情報等

①個人番号・4情報・その他住民票関係情報
本人特定を行い各情報を記録し、受給資格者台帳の基礎とするため。
②その他識別情報
受給資格者毎に認定番号を付して、受給状況を管理するため。
③連絡先
受給資格者に問い合わせや連絡を行うため。
④地方税関係情報
認定や現況届時の所得審査に用いるため。
⑤医療保険関係情報
被用・非被用を確認するため
⑥児童福祉・子育て関係情報
申請者からの聴き取り情報等の特記事項を記載するため。
⑦年金関係情報
保険証等で被用者確認ができない場合に被用・非被用を確認するため。
⑧その他（支払口座情報等）
手当を口座振込するため。

[

[ ○ [ ○

[ ○

・業務関係情報

[

[

 ⑤保有開始日 平成28年1月

 全ての記録項目

 その妥当性

 ⑥事務担当部署 大分市　子どもすこやか部　子育て支援課

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要

 ③対象となる本人の範囲　※ 児童手当の受給者・配偶者・支給対象児童・18歳年度末以降22歳年度末までの者

 その必要性
支給対象児童・18歳年度末以降22歳年度末までの者を監護する者が手当を適正に
受給できるよう、資格の審査・決定をするため。

 ④記録される項目

 ②対象となる本人の数

 １．特定個人情報ファイル名

児童手当情報ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※ [ システム用ファイル

[ 10万人以上100万人未満

[

] 4情報（氏名、性別、生年月日、住所）

・識別情報

・連絡先等情報

○

 主な記録項目　※

[

] 医療保険関係情報 ○ ] 児童福祉・子育て関係情報 [○

[ ○ [

]

＜選択肢＞
1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

]

]
1） 10項目未満 2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満

＜選択肢＞

4） 100項目以上

] 個人番号 ] その他識別情報（内部番号）

] 連絡先（電話番号等）

] その他住民票関係情報

] 国税関係情報 ] 地方税関係情報 ] 健康・医療関係情報

] 障害者福祉関係情報

] 学校・教育関係情報

] 災害関係情報

] 介護・高齢者福祉関係情報

] 年金関係情報

100項目以上

[

[

（

[

別添１を参照。

[

[ ] 個人番号対応符号 ○

[

○ ] その他

[

] 生活保護・社会福祉関係情報 [

[ ] 雇用・労働関係情報 ○



] フラッシュメモリ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）○ ] 紙 [

官公署、公立学校、年金事務所、児童福祉施設等

] その他

[ ○

[

他自治体（

[ ○ ] 評価実施機関内の他部署 （ 市民課、市民税課、国保年金課、福祉事務所等

児童福祉施設

）

[ ○ （

 ③使用目的　※

 使用部署 子育て支援課及び市民課

 ３．特定個人情報の入手・使用

 使用者数

 ④使用の主体

] その他 （

）

[ [] 電子メール [ ○

[

 ②入手方法

）

[

 ⑤使用方法

[ ○

新規認定請求・額改定請求及び各種届出に基づく審査・決定を行うため。

 ①入手元　※

[

 ⑥使用開始日 平成28年1月1日

 情報の突合

①認定請求及び各種届出書類の真正性を確認し、入力する際に、請求者等の宛名情報を団体内統合宛
名システムの個人番号と突合する。
②住登外者の認定請求及び各種届出書の真正性を確認し、取り込む時に請求者等の宛名情報が団体
内統合宛名システムの個人番号と突合出来ない場合は住民基本台帳ネットワークシステムを利用し、情
報を突合する。
③認定請求及び各種届出書類の審査のため、各種届出書類等の内容と庁内他部署や情報提供ネット
ワークシステム等から入手した情報を突合する。

10人以上50人未満

）

[ ○ ] 民間事業者 （

（

] 本人又は本人の代理人

] 情報提供ネットワークシステム

] 庁内連携システム] 専用線

] 地方公共団体・地方独立行政法人

）

○ サービス検索・電子申請機能 ）

] 行政機関・独立行政法人等

]

＜選択肢＞
1） 10人未満
3） 50人以上100人未満

[ ○

[

5） 500人以上1,000人未満

2） 10人以上50人未満
4） 100人以上500人未満
6） 1,000人以上

①請求者及び届出者からの請求書類及び各種届出書類を審査する（その際、庁内他部署や他団体から
情報提供を受ける場合もある）。
②請求書類及び各種届出書類をシステム入力し、各種決定を行う。
③庁内部署、他団体からの照会を受け、児童手当に関する情報の提供を行う。



児童手当の受給資格者・その配偶者・支給対象児童・18歳年度末以降22歳年度末までの者

 ③委託先名

 提供・移転の有無

 ③提供する情報

再
委
託

（ ○2 ] 移転を行っている （

番号利用法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表における児童手当法による児童手当の支給に関
する情報

] フラッシュメモリ

）

 委託事項1

 ①委託内容 福祉総合システムの運用・保守管理業務（法制度改正に伴う改修作業を含む）

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

[ ] その他 （

 ①法令上の根拠 番号利用法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表　42の項

情報提供ネットワークシステムを通じて特定個人情報の提供依頼のあった都度

再委託する

 ⑤再委託の許諾方法

 ⑥再委託事項

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥提供方法

 ⑦時期・頻度

[ ○

 ④再委託の有無　※

システムの運用・保守及びシステムの改修

都道府県知事等 提供先1

] 提供を行っている 3 ） 件

 委託事項11～15

[

[

[

日本電気株式会社　大分支社

]

＜選択肢＞

2） 10人以上50人未満
4） 100人以上500人未満

 委託の有無　※

 ②委託先における取扱者数

 委託事項2～5

 委託事項6～10

 ②提供先における用途 生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務

 委託事項16～20

1） 再委託する 2） 再委託しない

福祉総合システムの運用・保守管理業務

（

]

）　件

＜選択肢＞
1） 委託する 2） 委託しない

]

＜選択肢＞
1） 10人未満
3） 50人以上100人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

10人未満

委託する

1

そこで再委託を行う場合には、再委託先の商号または名称、代表者名、住所、再委託する業務の範囲、
再委託する理由等について記載した書面による再委託申請および必要書類の提出を受け、その他契約
の適正な履行に支障が生じるおそれがないことを勘案のうえ、承認の可否を総合的に判断して決定す
る。

] 行っていない

[ ]

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

[

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

） 件 [

] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

1万人未満

[

[

[ [

[

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム

] 電子メール



[ ]

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満

10万人以上100万人未満

1万人未満

[ [

[ [
 ⑥移転方法

児童手当の受給資格者・その配偶者・支給対象児童（過去に児童手当受給対象者であった者を含む）・
18歳年度末以降22歳年度末までの者

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

○

] 庁内連携システム

] 電子メール

] フラッシュメモリ

[ ] その他 （

[ ] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

 移転先1 保育・幼児教育課

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

○ [

5） 1,000万人以上

 提供先16～20

児童手当関係情報

 提供先2 都道府県知事等

 提供先2～5

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

児童手当の受給資格者・その配偶者・支給対象児童・18歳年度末以降22歳年度末までの者

 ⑥提供方法

 ①法令上の根拠 番号利用法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表　125の項

 ③提供する情報
番号利用法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表における児童手当法による児童手当の支給に関
する情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

] フラッシュメモリ

）] その他 （

] 電子メール

[ ○ [

 ①法令上の根拠 番号利用法第９条２項

 ⑦時期・頻度 情報提供ネットワークシステムを通じて特定個人情報の提供依頼のあった都度

 提供先6～10

 提供先11～15

）

 ③移転する情報

照会を受けた都度 ⑦時期・頻度

 ②提供先における用途 中国残留邦人等支援給付等の支給に関する事務

 ②移転先における用途 保育料の徴収に関する事務

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

] 情報提供ネットワークシステム

[ [

[ [

[



 移転先11～15

 移転先6～10

○ [

[ [

[ [

[

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

 ③移転する情報 児童手当関係情報

 ⑥移転方法

[ ○ [

[

 ①法令上の根拠 番号利用法第９条２項

市民課

 ②移転先における用途 収入に関する調査

 ⑦時期・頻度

 移転先2～5

 ①法令上の根拠 番号利用法第９条２項

 移転先3

[ ○

[

 移転先2 生活福祉課

] 庁内連携システム

] 電子メール

] フラッシュメモリ

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

児童手当受給者・配偶者・児童（過去に児童手当受給対象者であった者を含む）・18歳年度末以降22歳
年度末までの者

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

10万人以上100万人未満

 ②移転先における用途 転出、転入、転居に伴う届出に関する事務

○ ] その他 （ 共有フォルダ ）

照会を受けた都度

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

[

[

 ③移転する情報 児童手当関係情報

] 庁内連携システム

] 電子メール

] フラッシュメモリ

）

 ⑦時期・頻度 日次

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

児童手当受給者（過去に児童手当受給者であった者を含む）

 ⑥移転方法

[

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

10万人以上100万人未満

] その他 （

 移転先16～20



 ７．備考

-

 ６．特定個人情報の保管・消去

 保管場所　※

〈大分市の措置〉
・サーバー室の入口で指紋認証によるチェックを行い、サーバーの操作が許可された者だけが入室でき
る場所にサーバーを設置している。
・不正アクセス行為の禁止等に関する法律にいうアクセス制御機能としては、ユーザＩＤによる識別とパス
ワードによる認証、さらに認証したユーザに対する認可機能によって、そのユーザがシステム上で利用で
きることを制限することで、認証（ログイン）、認可（処理権限の付与）、監査（ログ運用）を行っている。
・申請書等は保存期間経過後は、文書取扱規定に従い廃棄している。
・ＬＧＷＡＮ接続端末に一時的に記録した個人番号付き電子データは、紙に打ち出し後、速やかに完全に
消去する。

〈ガバメントクラウドにおける措置〉
①サーバー等はクラウド事業者が保有・管理する環境に設置し、設置場所のセキュリティ対策はクラウド
事業者が実施する。なお、クラウド事業者はＩＳＭＡＰのリストに登録されたクラウドサービス事業者であ
り、セキュリティ管理策が適切に実施されているほか、次を満たすものとする。
・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018の認証を受けていること。
・日本国内でのデータ保管を条件としていること。
②特定個人情報は、クラウド事業者が管理するデータセンター内のデータベースに保存され、バックアッ
プも日本国内に設置された複数のデータセンターのうち本番環境とは別のデータセンター内に保存され
る。



 （別添１） 特定個人情報ファイル記録項目

福祉総合システム（児童手当情報ファイル）
1.宛名番号　2.世帯番号　3.本通区分　4.本名氏名　5.本名氏名カナ　6.通称名　7.通称名カナ　8.生年月日　9.性別　10.続柄　11.住民種別　
12.住民状態　13.現住所（郵便番号、住所、方書、電話番号）　14.前住所（郵便番号、住所、方書）　15.転出先住所（郵便番号、住所、方
書）　16.住民となった日（異動日、届出日、異動事由）　17.住所を定めた日（異動日、届出日、異動事由）　18.住民でなくなった日（異動
日、届出日、異動事由）　19.異動日（異動日、届出日、異動事由）　20.国籍　21.在留資格　22.在留期間　23.外国人登録番号　24.外国人
住民となった日　25.賦課年度　26.課税区分　27.扶養人数合計　28.老人扶養人数　29.特定扶養人数　30.普通扶養障害者人数　31.特別
扶養障害者人数　32.老人対象配偶者人数　33.その他扶養.人数　34.0-15歳扶養人数　35.16-18扶養人数　36.23-69歳扶養人数　37.普
通扶養障害者控除額　38.特別扶養障害者控除額　39.雑損控除額　40.医療費控除額　41.企業共済等掛金控除額　42.配偶者控除額　
43.配偶者特別控除額　44.社会保険料控除額　45.生命保険料控除額　46.損害保険料控除額　47.寄付金控除額　48.障害区分　49.特別
障害区分　50.老年区分　51.寡婦区分　52.特別寡婦区分　53.勤労学生区分　54.市民税所得割額　55.市民税所得割額２　56.所得額１　
57.市民税均等割額　58.県民税所得割額　59.県民税均等割額　60.総所得額　61.合計所得額　62.合計所得額_事業０１　63.合計所得額_
事業０２　64.所得税額　65.固定資産税額　66.公的年金収入額　67.対象者住民基本情報（宛名番号、氏名カナ、氏名、性別、住民種別、
住民状態、生年月日、年齢、住所、方書）　68.対象者受給事業情報（.資格状態、対象年度、認定番号、手当区分、他業務情報）　69.資格
状態　70.差止状態　71.認定番号　72.被非区分　73.最新現況年度　74.手当区分　75.新規情報（申請年月日、申請事由、支給開始年月、
決定年月日、処理年月日、決定区分、却下／取下理由）76.額改定情報（申請年月日、申請事由、改定区分、改定年月、決定年月日、処
理年月日、決定区分、却下／取下理由、額改定前後・支給児童数、算定児童数、支給月額）　77.異動情報（申請年月日、申請事由、決定
年月日、処理年月日）　78.消滅情報（申請年月日、消滅事由、支給終了年月、消滅年月日、処理年月日）　79.差止情報（事由発生年月
日、差止事由、差止開始年月、差止年月日、差止処理年月日、差止解除事由、差止解除年月日、差止解除処理年月日）　80.未支払請求
情報（申請年月日、申請事由、提出者氏名カナ、提出者氏名、提出者連絡先、決定年月日、処理年月日、決定区分、却下／取下理由）　
81.備考　82.受給者情報（国籍、在留資格、在留期間）　83.電話番号　84.配偶者有無　85.配偶者宛名番号　86.配偶者氏名カナ　87.配偶
者氏名　88.配偶者被非区分　89.住所要件　90.備考（受給者台帳印字用）　91.年金種別　92.年金任継種別　93.年金記号番号　94.被非
区分　95.児童情報（氏名カナ、氏名、生年月日、現在年齢、兄弟順位、宛名番号、性別、開始月、終了月、監護、生計、同別、関係、資格
状態、年齢区分、.改定対象、住民状態、住所、方書、受給者から見た続柄、留学期間、その他留学事項、月末特例、該当年月日、非該
当年月日）　96.支払方法　97..金融機関名　98.店舗名　99.口座種別　100.口座番号　101.口座名義人カナ　102.現況情報明細（現況年
度、区分、受付区分、手当区分、受付年月日、決定年月日、年金種別、被非区分、合計所得額、控除後所得額、限度額、判定結果）　
103.現況年度　104.区分　105.現況送付年月日　106.現況受付年月日　107.受付区分　108.現況決定年月日　109.処理年月日　110.時効
年月日　111.現況年金情報（年金種別、年金任継種別、年金記号番号、被非区分）　112.所得情報（判定者・配偶者、宛名番号、氏名、合
計所得額、控除額合計、控除後所得額、限度額、判定結果、手当区分、例外区分）　113.賦課年度　114.適用年月日　115.税引用元　116.
氏名　117.宛名番号　118.続柄　119.申告区分　120.譲渡所得の有無　121.合計所得額　122.児童維持人数　123.老人扶養親族人数　124.
老人控除対象配偶者人数　125.特定扶養親族人数　126.その他扶養人数　127.扶養数合計　128.障害者扶養人数　129.特障者扶養人数　
130.寡婦控除　131.特別寡婦　132.障害控除　133.特別障害者控除　134.勤労学生控除　135.雑損控除額　136.医療費控除額　137.小規
模企業共済等控除額　138.控除額合計　139.控除後の所得額　140.限度額１：児童手当限度額　141.超過額１　142.所得判定結果（個人）　
143.次回支払予定情報（支払年月、支払事由、支払額、調整額）　144.年間支給情報（月、手当区分、予定額、執行額、調整額、差額、要
件児童、調整事由）　145.年間支給情報（月、手当区分、支払予定額、支払執行額、支払調整額、差額、３歳未満児童数、３歳以上１２歳
未満児童数、１２歳以上１５歳未満児童数、算定児童、調整事由、寄附予定額）　146.支払先名　147.支払先口座情報（金融機関、店舗、
口座名義人、口座番号）　148.支払履歴（表示年度、支払年月、金融機関、支払期間、支払種別、店舗、支払予定額、支払執行額、支払
調整額、徴収執行額、口座名義人、支払執行年月日、状態区分、口座番号）



Ⅲ　リスク対策　※（７．②を除く。）

 ２．特定個人情報の入手 （情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

 リスクへの対策は十分か

 リスク：　目的外の入手が行われるリスク

１．大分市民の個人番号、基本4情報、その他の住民票関係情報の入手方法は、住基システムにて入力
した情報を取得するため、対象者以外の情報及び必要な情報以外の情報を入手することはない。
２．市町村ＣＳからの住基情報の入手は、事前に福祉総合システムに登録されている住民及び福祉総合
システムで管理している項目に関する情報の入手に運用上限定している。
３．児童手当の認定請求書等については、本人又は本人の代理人から法令等により定められた様式で
受領することから、必要な情報以外を入手することを防止している。
４．マニュアルやｗｅｂ上で、個人番号の提出が必要な者の要件を明示、周知し、本人以外の情報の入手
を防止する。
５．住民がサービス検索・電子申請機能の画面の誘導に従いサービスを検索し申請フォームを選択して
必要情報を入力することとなるが、画面での誘導を簡潔に行うことで、異なる手続に係る申請や不要な情
報を送信してしまうリスクを防止する。

 リスクに対する措置の内容

 特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

[

 １．特定個人情報ファイル名

児童手当情報ファイル

]十分である

3） 課題が残されている

1） 特に力を入れている 2） 十分である

＜選択肢＞

（不適切な方法で入手が行われるリスク対策）
・児童手当に関する事務を取り扱うにあたり、根拠法令である児童手当法及び同施行規則等に規定された内容を遵守することで、不適
切な方法による情報の入手を防止する。
・本人から情報を取得する場合は、児童手当の審査資料となる旨を説明した上で取得する。
・住民がサービス検索・電子申請機能から個人番号付電子申請データを送信するためには、個人番号カードの署名用電子証明書による
電子署名を付すこととなり、のちに署名検証も行われるため、本人からの情報のみが送信される。
・サービス検索・電子申請機能の画面の誘導において住民に何の手続を探し電子申請を行いたいのか理解してもらいながら操作をして
いただき、たどり着いた申請フォームが何のサービスにつながるものか明示することで、住民に過剰な負担をかけることなく電子申請を実
施いただけるよう措置を講じている。

（入手した特定個人情報が不正確であるリスク対策）
・入手した特定個人情報について、保持している特定個人情報との突合を行い、真正性及び正確性の確認を行う。
・窓口での聴聞や添付書類との整合性から正確性を担保する。
・情報の入力、削除、訂正を行う場合には処理前・処理後にそれぞれ二重チェックを行うことで正確性を担保する。
・公簿情報（住民登録及び所得等）の確認等ができない又は添付書類に不足がある場合は、提出や情報確認ができるまでは認定保留
の取扱いとし、一定期間その提出がない場合は却下扱いとする。
・住民がサービス検索・電子申請機能から個人番号付電子申請データを送信するためには、個人番号カードの署名用電子証明書による
電子署名を付すこととなり、電子署名付与済の個人番号付電子申請データを受領した地方公共団体は署名検証（有効性確認、改ざん探
知等）を実施することとなる。これにより、本人確認を実施する。
・サービス検索・電子申請機能への個人番号の入力時には、チェックデジット等の機能により、不正確な個人番号が入力されないようにし
ている。また、個人番号カード内の記憶領域に格納された個人番号を申請フォームに自動転記を行うことにより、不正確な個人番号の入
力を抑止する措置を講じている。

（入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク）
・窓口で本人又は本人の代理人が来庁する場合は、職員が直接認定請求書等を収受する。また、受付事務が完了次第、直ちに書類を
定められた保管箱へ格納する。
・郵送で情報を入手する場合は、送付先誤り等による情報漏えい・紛失等を防止するため、事前に担当所属名及び所在地を広く周知す
る。また、返信用封筒等はあらかじめ担当所属名及び所在地を印刷等したものを使用する。
・システム起動に必要なソフトウェアは、情報政策課への申請により必要個数のみが貸与されるため、入力が行える端末を限定し、操作
に必要なＩＤ・パスワードは、各所属長から情報システム担当課長への申請により付与する運用とすることで、操作権限のない者による不
正な操作を防止する。
・サービス検索・電子申請機能と地方公共団体との間は、ＬＧＷＡＮ、ＶＰＮ等の回線を用いた暗号化通信を行うことで、外部からの盗聴、
漏えい等が起こらないようにしている。



 リスクへの対策は十分か

 ３．特定個人情報の使用

 リスクへの対策は十分か

 リスク２：　権限のない者（元職員、アクセス権限のない職員等）によって不正に使用されるリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスク１：　目的を超えた紐付け、事務に必要のない情報との紐付けが行われるリスク

個人番号と紐付けて管理する情報は、特定個人情報として定義した住基情報にシステムの機能として限
定している為、業務上必要な情報以外と紐付けすることはない。

]
＜選択肢＞

 特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

[

 ユーザ認証の管理

]
＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である
[ 十分である

3） 課題が残されている

 具体的な管理方法

１．端末にアクセスするためのＩＤとパスワードによる認証を行っており、特定の職員や作業従事者のみ照
会できるようにしている。
２．利用範囲の認可機能により、その使用者がシステム上で利用可能な機能を制限することで、不適切
な方法による情報の入手が行えない対策を実施している。また、認証後は利用範囲の認可機能により、
その使用者がシステム上で利用可能となる。
３．ログインするためのパスワードを定期的に変更している。

 その他の措置の内容 特定個人情報を含む画面のハードコピーは事務処理に必要な範囲にとどめる。

十分である

１．のぞき見防止フィルムを貼付し、窓口から特定個人情報が見えないようにする。
２．一定時間の無操作でスクリーンセーバー又は自動ログオフ機能を利用して、長時間にわたり特定個人情報を表示させない。
３．特定個人情報が表示された画面のハードコピーの取得は、事務処理に必要となる範囲にとどめる。

]
1） 行っている 2） 行っていない

＜選択肢＞
[ 行っている

1） 特に力を入れている 2） 十分である

3） 課題が残されている



] 委託しない

 規定の内容

情報セキュリティ及び個人情報保護に関する研修の実施状況を確認し、報告させている。

[

- その他の措置の内容

2） 十分である

定めている[

十分である

[ 十分に行っている

１．目的外利用を禁止する。
２．特定個人情報の閲覧者・更新者を制限する。
３．特定個人情報の提供を限定する。
４．情報流出を防ぐための保管管理に責任を負う。
５．特定個人情報の提供先を限定する。
６．情報が不要となったとき又は要請があったときに情報の返還又は消去などの必要な措置を講じる。
７．必要に応じて、当市が委託先の視察・監査を行うことができる。
８．再委託を原則として禁止する。

 委託契約書中の特定個人情
報ファイルの取扱いに関する
規定

 再委託先による特定個人情
報ファイルの適切な取扱いの
担保

-

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

]
1） 特に力を入れて行っている

3） 十分に行っていない 4） 再委託していない

2） 十分に行っている

＜選択肢＞

 リスク：　委託先における不正な使用等のリスク

 特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

]
＜選択肢＞

1） 定めている 2） 定めていない

]
＜選択肢＞

1） 特に力を入れている

3） 課題が残されている

 具体的な方法

[
 リスクへの対策は十分か



 特定個人情報の提供・移転に
関するルール

 リスクへの対策は十分か

]

] 提供・移転しない

 特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対す
る措置

 リスク：　不正な提供・移転が行われるリスク

 その他の措置の内容

1） 定めている 2） 定めていない

]
＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である

3） 課題が残されている

-

[

 ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法

・同一期間内における特定個人情報の移転の際は、番号利用法に定められた業務に必要な情報のみを
提供することとしている
・庁内連携システムは、定められた仕様以外の連携ができないようになっている。

[ 定めている
＜選択肢＞

 ５．特定個人情報の提供・移転 （委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

文書で移転を行う場合、散逸や紛失が起こらないよう、担当者に文書を確実に手渡しする。

[

十分である



 リスクに対する措置の内容

【中間サーバー・ソフトウェアの措置】
（１）情報照会機能（※１）により、情報提供ネットワークシステムの照会許可用照合リスト（※２）を情報提
供ネットワークシステムから入手し、中間サーバーにも格納して、情報提供機能により、照会許可用照合
リストに基づき情報連携が認められた特定個人情報の提供要求であるかチェックを実施している。
（２）情報提供機能により、情報提供ネットワークシステムに情報提供を行う際には、情報提供ネットワー
クシステムから情報提供許可証と情報照会者へたどり着くための経路情報を受領し、照会内容に対応し
た情報を自動で生成して送付することで、特定個人情報が不正に提供されるリスクに対応している。
（３）特に慎重な対応が求められる情報については自動応答を行わないように自動応答不可フラグを設
定し、特定個人情報の提供を行う際に、送信内容を改めて確認し、提供を行うことで、センシティブな特定
個人情報が不正に提供されるリスクに対応している。
（４）中間サーバーの職員認証・権限管理機能（※３）では、ログイン時の職員認証のほかに、ログイン・ロ
グアウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適
切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。
（※１）情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の照会および照会した情報の受領を行う
機能。
（※２）番号利用法の規定に基づき事務手続きごとに情報照会者、情報提供者、照会・提供可能な特定個
人情報をリスト化したもの。
（※３）中間サーバーを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人情
報へのアクセス制御を行う機能。

 情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置

 リスク２： 不正な提供が行われるリスク

]
＜選択肢＞
1） 特に力を入れている

（中間サーバー・ソフトウェアにおける措置）
１．中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容
の記録がされるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連携をを抑止する仕組みになっている。
２．情報連携においてのみ、情報提供用個人識別符号を用いることがシステム上担保されており、不正な名寄せが行われるリスクに対応
している。

（中間サーバー・プラットフォームにおける措置）
１．中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した行政専用のネットワーク（総合
行政ネットワーク等）を利用することにより、安全性を確保している。
２．中間サーバーと団体についてはＶＰＮ等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を暗号化することで安全性を
確保している。
３．中間サーバー・プラットフォームでは、特定個人情報を管理するデータベースを地位法公共団体ごとに区分管理（アクセス制御）してお
り、中間サーバー・プラットフォームを利用する団体であっても他団体が管理する情報には一切アクセスできない。
４．特定個人情報の管理を地方公共団体のみが行うことで、中間サーバー・プラットフォーム事業者の保守・運用を行う事業者の情報流
出等のリスクを極小化する。

[ 十分である

＜選択肢＞
1） 特に力を入れている
3） 課題が残されている

] 接続しない（提供）[ ] 接続しない（入手） [

[ 十分である
2） 十分である

 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

〈中間サーバー・プラットフォームの措置〉
１．情報照会機能（※１）により、情報提供ネットワークシステムに情報照会を行う際には、情報提供許可
証の発行と照会内容の照会許可用照合リスト（※２）との照合を情報提供ネットワークシステムに求め、情
報提供ネットワークシステムから情報提供許可証を受領してから情報照会を実施することになる。つま
り、番号利用法上認められた情報連携以外の照会を拒否する機能を備えており、目的外提供やセキュリ
ティリスクに対応する。
２．中間サーバーの職員認証・権利管理機能（※３）では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログ
アウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切
なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。

（※１）情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の照会及び照会した情報の受領を行う機
能。
（※２）番号利用法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表及び第19条第14号に基づき、事務手続きご
とに情報照会者、情報提供者、照会・提供可能な特定個人情報をリスト化したもの。
（※３）中間サーバーを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人情
報へのアクセス制御を行う機能。

 リスクへの対策は十分か

 リスクへの対策は十分か

3） 課題が残されている
2） 十分である

]

 ６．情報提供ネットワークシステムとの接続



 その内容

[ 十分である

 その他の措置の内容 -

＜選択肢＞

2） 発生なし
 ②過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか

]
＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である

-

 再発防止策の内容 -

 ①事故発生時手順の策定・周
知

[ ]
1） 発生あり

発生なし

[ 十分に行っている

 リスク：　特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク

]
＜選択肢＞

1） 特に力を入れて行っている

3） 十分に行っていない

2） 十分に行っている

 ７．特定個人情報の保管・消去

物理的対策
〈ガバメントクラウドにおける措置〉
①ガバメントクラウドについては政府情報システムのセキュリティ制度（ＩＳＭＡＰ）のリストに登録されたクラウドサービスから調達すること
としており、システムのサーバー等は、クラウド事業者が保有・管理する環境に構築し、その環境には認可されたものだけがアクセスでき
るよう適切な入退室管理策を行っている。
②事前に許可されていない装置等に関しては、外部に持出できないこととしている。

技術的対策
〈ガバメントクラウドにおける措置〉
①国及びクラウド事業者は利用者のデータにアクセスしない契約等となっている。
②大分市が委託したＡＳＰ（「地方公共団体情報システムのガバメントクラウドの利用に関する基準【第1.0版】」（令和4年10月　デジタル
庁。以下「利用基準」という。）に規定する「ガバメントクラウド運用管理補助者」をいう。以下同じ。）は、ガバメントクラウドが提供するマ
ネージドサービスにより、ネットワークアクティビティ、データアクセスパターン、アカウント動作等について継続的にモニタリングを行うとと
もに、ログ管理を行う。
③クラウド事業者は、ガバメントクラウドに対するセキュリティの脅威に対し、脅威検出やDDos対策を24時間365日講じる。
④クラウド事業者は、ガバメントクラウドに対し、ウイルスソフトを導入し、パターンファイルの更新を行う。
⑤大分市が委託したASP又はガバメントクラウド運用管理補助者は、導入しているOS及びミドルウエアについて、必要に応じてセキュリ
ティパッチの適応を行う。
⑥ガバメントクラウドの特定個人情報を保有するシステムを構築する環境は、インターネットとは切り離された閉域ネットワークで構成す
る。
⑦大分市やASP又はガバメントクラウド運用管理補助者の運用保守地点からガバメントクラウドへの接続については、閉域ネットワークで
構成する。
⑧大分市が管理する業務データは、国及びクラウド事業者がアクセスできないよう制御を講じる。

特定個人情報の消去手順
＜ガバメントクラウドにおける措置＞
データの復元がなされないよう、クラウド事業者において、NIST 800-88、ISO/IEC27001等に準拠したプロセスにしたがって確実にデー
タを消去する。

3） 課題が残されている

 特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

 リスクへの対策は十分か



 １０．その他のリスク対策

 ８．監査

 実施の有無

 従業者に対する教育・啓発

 具体的な方法

 ９．従業者に対する教育・啓発

〈大分市の措置〉
１．関係職員（会計年度任用職員等）に対して、必要な知識の習得に資するための研修を実施している。
２．委託業者に対しては、従業員に対し個人情報の保護に関する必要事項の周知をするよう義務づけ、
必要があれば随時調査できることを秘密保持契約にて締結している。

〈中間サーバー・プラットフォームの措置〉
１．中間サーバー・プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し、セキュリティ研修等を実施す
ることとしている。
２．中間サーバー・プラットフォームの業務に就く場合は、運用規則等について研修を行うこととしている。

〈中間サーバー・プラットフォームの措置〉
中間サーバー・プラットフォームを活用することにより、統一した設備環境による高レベルのセキュリティ管理（入退室管理等）、ＩＴリテラシ
の高い運用担当者によるセキュリティリスクの低減及び技術力の高い運用担当者による均一的で安定したシステム運用・監視を実現す
る。

〈ガバメントクラウドにおける措置〉
ガバメントクラウド上での業務データの取り扱いについては、当該業務データを保有する大分市及びその業務データの取り扱いについて
委託を受けるASP又はガバメントクラウド運用管理補助者が責任を有する。
ガバメントクラウド上での業務アプリケーションの運用等に障害が発生する場合等の対応については、原則としてガバメントクラウドに起
因する事象の場合は、国はクラウド事業者と契約する立場から、その契約を履行させることで対応する。また、ガバメントクラウドに起因し
ない事象の場合は大分市に業務アプリケーションサービスを提供するASP又はガバメントクラウド運用管理補助者が対応するものとす
る。
具体的な取り扱いについて、疑義が生じる場合は、大分市とデジタル庁及び関係者で協議を行う。

＜選択肢＞

1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている

3） 十分に行っていない

] 自己点検 ] 外部監査

]

[] 内部監査[ ○ [

[ 十分に行っている

○



 ２．国民・住民等からの意見の聴取　【任意】

 ②しきい値判断結果 ＜選択肢＞
1） 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる
2） 基礎項目評価の実施が義務付けられる（任意に重点項目評価を実施）
3） 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない（任意に重点項目評価を実施）

][ 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる

 ②方法

 ③結果

 ３．第三者点検　【任意】

 ①実施日

 ①方法

 ③主な意見の内容

 ②実施日・期間

 ③法令による特別の手続

 ④個人情報ファイル簿への不
記載等

Ⅴ　評価実施手続

 ２．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

Ⅳ　開示請求、問合せ
 １．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 ①請求先
大分市　総務部　総務課　情報公開室
〒870-8504　大分県大分市荷揚町2番31号

 ②請求方法 指定様式による書面の提出により開示・訂正・利用停止請求を受付ける。

 １．基礎項目評価

 ①実施日 令和7年4月30日

 ①連絡先
大分市　子どもすこやか部　子育て支援課
〒870-8504　大分県大分市荷揚町3番45号
電話　097-534-6111（代表）

 ②対応方法 問合わせを受付け、口頭又は書面により回答する。



１．住民向け機能
　　自らが受け取ることができるサービスをオン
ラインで検索及び申請ができる機能
２．地方公共団体向け機能
　　住民が電子申請を行なった際の申請データ
取得画面又は機能を、地方公共団体に公開す
る機能

事後

Ⅰ　５．情報提供ネットワーク
システムによる情報連携
②法令上の根拠

（別表第二における情報照会の根拠）
：第一欄（情報照会者）が「市町村長」の項のう
ち、第四欄（特定個人情報）に「地方税関係情報
であって主務省令で定めるもの」が含まれる74
の項

Ⅱ　６．特定個人情報の保管・
消去

（新規追加）
ＬＧＷＡＮ接続端末に一時的に記録した個人番
号付き電子データは、紙に打ち出し後、速やか
に完全に消去する。

事後

Ⅱ　５．特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先１

子ども保育課 保育・幼児教育課 事後

項目

Ⅰ　２．特定個人情報ファイル
を取り扱う事務において使用
するシステム
システム４①システムの名称

（新規追加） サービス検索・電子申請機能

Ⅰ　１．特定個人情報ファイル
を取り扱う事務
②事務の内容

（新規追加）
※①②③⑤の届出については、サービス検索・
電子申請機能による受領を含む。

事後

（別表第二における情報照会の根拠）
：第一欄（情報照会者）が「市町村長」の項のう
ち、第四欄（特定個人情報）に「地方税関係情報
又は住民票関係情報であって主務省令で定め
るもの」が含まれる74の項

事後

事後

Ⅰ　２．特定個人情報ファイル
を取り扱う事務において使用
するシステム
システム４②システムの機能

（新規追加）

（別添２）変更箇所

Ⅱ　３．特定個人情報の入手・
使用
⑤使用方法　情報の突合

内部識別の宛名番号と個人番号をひも付けて使
用する。

①認定請求及び各種届出書類の真正性を確認
し、入力する際に、請求者等の宛名情報を団体
内統合宛名システムの個人番号と突合する。
②住登外者の認定請求及び各種届出書の真正
性を確認し、取り込む時に請求者等の宛名情報
が団体内統合宛名システムの個人番号と突合
出来ない場合は住民基本台帳ネットワークシス
テムを利用し、情報を突合する。
③認定請求及び各種届出書類の審査のため、
各種届出書類等の内容と庁内他部署や情報提
供ネットワークシステム等から入手した情報を突
合する。

事後

Ⅱ　３．特定個人情報の入手・
使用
②入手方法

（新規追加） [○]その他（サービス検索・電子申請機能) 事後

提出時期に係る説明

Ⅰ　１．特定個人情報ファイル
を取り扱う事務
②事務の内容

⑤その他の届出
・消滅届に基づき、受給者の受給資格消滅を行
う。
・氏名・住所変更届に基づき、氏名・住所の住民
異動の確認又は変更を行う。
・振込口座変更届に基づき、手当の振込（支給）
口座の変更を行う。

⑤その他の届出
・消滅届に基づき、受給者の受給資格消滅を行
う。
・氏名・住所変更届に基づき、氏名・住所の住民
異動の確認又は変更を行う。
・振込口座変更届に基づき、手当の振込（支給）
口座の変更を行う。
・未支払請求書に基づき、未支払の手当の支給
決定等を行う。
・寄附申出書・寄附変更等申出書に基づき、寄
附の受付・変更等を行う。
・学校給食費等徴収等申出書・学校給食費等徴
収（支払）変更等申出書に基づき、徴収の受付・
変更等を行う。

事後

変更前の記載 変更後の記載 提出時期変更日

平成30年2月28日

平成30年2月28日

平成30年2月28日

Ⅲ　２．特定個人情報の入手
（情報提供ネットワークを通じ
た入手を除く。）
リスクに対する措置の内容

（新規追加）

４．マニュアルやｗｅｂ上で、個人番号の提出が
必要な者の要件を明示、周知し、本人以外の情
報の入手を防止する。
５．住民がサービス検索・電子申請機能の画面
の誘導に従いサービスを検索し申請フォームを
選択して必要情報を入力することとなるが、画面
での誘導を簡潔に行うことで、異なる手続に係る
申請や不要な情報を送信してしまうリスクを防止
する。

事後

平成30年2月28日

平成30年2月28日

平成30年2月28日

平成30年2月28日

平成30年2月28日

平成30年2月28日

平成30年2月28日



Ⅰ　4.個人番号の利用
法令上の根拠

・番号法第9条第1項及び別表第一の81の項
・番号利用法別表の主務省令で定める命令第
44条

・番号利用法第9条第1項　別表81の項 事後

Ⅰ　１．特定個人情報ファイル
を取り扱う事務
②事務の内容

以下「番号法」という。 以下「番号利用法」という。 事後

Ⅲ　２．特定個人情報の入手
（情報提供ネットワークを通じ
た入手を除く。）
特定個人情報の入手（情報提
供ネットワークシステムを通じ
た入手を除く。）におけるその
他のリスク及びそのリスクに対
する措置

Ⅱ  特定個人情報ファイルの
概要
4..特定個人情報ファイルの取
扱いの委託

委託する 委託しない 事後

（新規追加）

（不適切な方法で入手が行われるリスク）
・住民がサービス検索・電子申請機能から個人
番号付電子申請データを送信するためには、個
人番号カードの署名用電子証明書による電子署
名を付すこととなり、のちに署名検証も行われる
ため、本人からの情報のみが送信される。
・サービス検索・電子申請機能の画面の誘導に
おいて住民に何の手続を探し電子申請を行いた
いのか理解してもらいながら操作をしていただ
き、たどり着いた申請フォームが何のサービスに
つながるものか明示することで、住民に過剰な
負担をかけることなく電子申請を実施いただける
よう措置を講じている。

事後

Ⅲ　２．特定個人情報の入手
（情報提供ネットワークを通じ
た入手を除く。）
特定個人情報の入手（情報提
供ネットワークシステムを通じ
た入手を除く。）におけるその
他のリスク及びそのリスクに対
する措置

（新規追加）

（入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失する
リスク）
・サービス検索・電子申請機能と地方公共団体
との間は、ＬＧＷＡＮ、ＶＰＮ等の回線を用いた暗
号化通信を行うことで、外部からの盗聴、漏えい
等が起こらないようにしている。

事後

Ⅲ　２．特定個人情報の入手
（情報提供ネットワークを通じ
た入手を除く。）
特定個人情報の入手（情報提
供ネットワークシステムを通じ
た入手を除く。）におけるその
他のリスク及びそのリスクに対
する措置

（新規追加）

（入手した特定個人情報が不正確であるリスク）
・住民がサービス検索・電子申請機能から個人
番号付電子申請データを送信するためには、個
人番号カードの署名用電子証明書による電子署
名を付すこととなり、電子署名付与済の個人番
号付電子申請データを受領した地方公共団体は
署名検証（有効性確認、改ざん探知等）を実施
することとなる。これにより、本人確認を実施す
る。
・サービス検索・電子申請機能への個人番号の
入力時には、チェックデジット等の機能により、不
正確な個人番号が入力されないようにしている。
また、個人番号カード内の記憶領域に格納され
た個人番号を申請フォームに自動転記を行うこ
とにより、不正確な個人番号の入力を抑止する
措置を講じている。

事後

Ⅲ　リスク対策
８．監査の実施

自己点検、内部監査、、外部監査 外部監査を削除 事後

Ⅰ　６．評価実施機関おける担
当部署
②所属長の役職名

子育て支援課長　藤田　恵子
情報政策課長　林　浩一

子育て支援課長
情報政策課長

事後

事前通知事項

Ⅱ  特定個人情報ファイルの
概要
1．特定個人情報の提供・移転
提供先1.2①法令上の根拠

番号法第19条第7号 番号法第19条第8号 事前 事前通知事項

Ⅰ  基本情報
５．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上の根拠

番号法第19条第7号 番号法第19条第8号 事前

平成30年2月28日

平成30年2月28日

平成30年2月28日

平成31年4月1日

令和2年11月1日

令和3年9月11日

令和3年9月11日

令和3年12月27日

令和6年9月30日

令和6年9月30日



Ⅲ　６．情報提供ネットワーク
システムとの接続
リスク１　リスクに対する措置
の内容

（※2）番号法別表第2及び第19条第14号に基づ
き、事務手続きごとに情報照会者、情報提供
者、照会・提供可能な特定個人情報をリスト化し
たもの。

（※2）番号利用法第19条第8号に基づく主務省
令第2条の表及び第19条第14号に基づき、事務
手続きごとに情報照会者、情報提供者、照会・
提供可能な特定個人情報をリスト化したもの。

事後

Ⅰ　１．特定個人情報ファイル
を取り扱う事務
②事務の内容

市町村（特別区を含む。以下「市町村」という。）
は、児童手当法（昭和46年法律第73号）に基づ
き、中学生修了（15歳になって最初の3月31日を
迎えるまで）の国内に住所を有する児童を対象
として、その児童の監護を行う保護者に児童手
当を支給している。ただし、前年の所得（1月から
5月までの月分の児童手当については、前々年
度の所得とする。）が政令で定める額以上である
ときは、児童手当の支給はなく、特例給付を支
給している。

市町村（特別区を含む。以下「市町村」という。）
は、児童手当法（昭和46年法律第73号）に基づ
き、高校生年代まで（18歳になって最初の3月31
日を迎えるまで）の国内に住所を有する児童を
対象として、その児童の監護を行う保護者に児
童手当を支給している。

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない

Ⅰ　５．特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先1、2
③提供する情報

番号法別表第2における児童手当法による児童
手当若しくは特例給付の支給に関する特定個人
情報

番号利用法第19条第8号に基づく主務省令第2
条の表における児童手当法による児童手当若し
くは特例給付の支給に関する特定個人情報

事後

Ⅰ　５．特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先2
①法令上の根拠

番号法第19条第8号別表第二　87の項
番号利用法第19条第8号に基づく主務省令第2
条の表　125の項

事後

Ⅰ　５．情報提供ネットワーク
システムによる情報連携※
②法令上の根拠

番号法第19条第7号及び別表第二
（別表第二における情報提供の根拠）
：第三欄（情報提供者）が「市町村長」の項のう
ち、第四欄（特定個人情報）に「児童手当法によ
る児童手当て若しくは特例給付の支給に関する
情報」が含まれる26、30、87の項
：番号法別表第二の主務省令で定める事務及び
情報を定める命令（平成26年12月12日内閣府・
総務省令第7号）第19条、第44条

（別表第二における情報照会の根拠）
：第一欄（情報照会者）が「市町村長」の項のう
ち、第四欄（特定個人情報）に「地方税関係情報
又は住民票関係情報であって主務省令で定め
るもの」が含まれる74の項
：第一欄（情報照会者）が「市町村長」の項のう
ち、第四欄（特定個人情報）に「年金給付関係情
報であって主務省令で定めるもの」が含まれる
75の項
：番号法別表第二の主務省令で定める事務及び
情報を定める命令（平成26年12月12日内閣府・
総務省令第7号）第40条

（番号利用法第19条第8号に基づく主務省令第2
条の表における情報提供の根拠）
・番号利用法第19条第8号に基づく主務省令第2
条の表42、125の項
（番号利用法第19条第8号に基づく主務省令第2
条の表における情報照会の根拠）
・番号利用法第19条第8号に基づく主務省令第2
条の表106、107の項

事後

Ⅰ　５．特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先1
①法令上の根拠

番号法第19条第8号別表第二　26の項
番号利用法第19条第8号に基づく主務省令第2
条の表　42の項

事後

令和6年9月30日

令和6年9月30日

令和6年9月30日

令和6年9月30日

令和6年9月30日

令和7年4月30日

令和7年4月30日

①新規認定請求
・新規認定請求書に基づき、受給者及び支給要
件児童の認定を行う。
②額改定請求・額改定届
・額改定請求書・額改定届に基づき、手当支給
額の増額・減額を行う。
③現況届
・現況届に基づき、年度更新を行う。
④認定通知書・額改定通知書・消滅通知書送付
・①、②、③の結果に基づき、通知書送付を行
う。
⑤その他の届出
・消滅届に基づき、受給者の受給資格消滅を行
う。
・氏名・住所変更届に基づき、氏名・住所の住民
異動の確認又は変更を行う。
・振込口座変更届に基づき、手当の振込（支給）
口座の変更を行う。
・未支払請求書に基づき、未支払の手当の支給
決定等を行う。
・寄附申出書・寄附変更等申出書に基づき、寄
附の受付・変更等を行う。
・学校給食費等徴収等申出書・学校給食費等徴
収（支払）変更等申出書に基づき、徴収の受付・
変更等を行う。

※①②③⑤の届出については、サービス検索・
電子申請機能による受領を含む。

Ⅰ　１．特定個人情報ファイル
を取り扱う事務
②事務の内容

その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない

事後

①新規認定請求
・新規認定請求書に基づき、受給者及び支給要
件児童の認定を行う。
②額改定請求・額改定届
・額改定請求書・額改定届に基づき、手当支給
額の増額・減額を行う。
③現況届
・現況届に基づき、年度更新を行う。
④認定通知書・額改定通知書・消滅通知書送付
・①、②、③の結果に基づき、通知書送付を行
う。
⑤その他の届出
・消滅届に基づき、受給者の受給資格消滅を行
う。
・氏名・住所変更届に基づき、氏名・住所の住民
異動の確認又は変更を行う。
・振込口座変更届に基づき、手当の振込（支給）
口座の変更を行う。
・未支払請求書に基づき、未支払の手当の支給
決定等を行う。
・寄附申出書・寄附変更等申出書に基づき、寄
附の受付・変更等を行う。
・学校給食費等徴収等申出書・学校給食費等徴
収（支払）変更等申出書に基づき、徴収の受付・
変更等を行う。

※①②③⑤の届出については、サービス検索・
電子申請機能による受領を含む。



Ⅰ　６．評価実施機関おける担
当部署
①部署

大分市　子どもすこやか部　子育て支援課
大分市　企画部　情報政策課

大分市　子どもすこやか部　子育て支援課
大分市　企画部　デジタル戦略局　情報政策課

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない

令和7年4月30日

Ⅱ　４．特定個人情報ファイル
の取り扱いの委託
委託事項１
再委託
⑤再委託の許諾方法

（新規追加）

そこで再委託を行う場合には、再委託先の商号
または名称、代表者名、住所、再委託する業務
の範囲、再委託する理由等について記載した書
面による再委託申請および必要書類の提出を
受け、その他契約の適正な履行に支障が生じる
おそれがないことを勘案のうえ、承認の可否を総
合的に判断して決定する。

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない

Ⅰ　２．特定個人情報ファイル
を取り扱う事務において使用
するシステム
システム２
③他のシステムとの接続

［〇］既存住民基本台帳システム
［〇］宛名システム等
［〇］税務システム
［〇］その他（中間サーバー）

［〇］既存住民基本台帳システム
［　 ］宛名システム等
［〇］税務システム
［〇］その他（中間サーバー）

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない

令和7年4月30日

Ⅰ　２．特定個人情報ファイル
を取り扱う事務において使用
するシステム
システム３
③他のシステムとの接続

［〇］情報提供ネットワークシステム
［〇］その他（団体内統合宛名システム）

［〇］情報提供ネットワークシステム
［〇］宛名システム等
［ 　］その他（                               ）

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない

Ⅱ　４．特定個人情報ファイル
の取り扱いの委託
委託事項１
③委託先名

（新規追加） 日本電気株式会社　大分支社 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない

Ⅱ　４．特定個人情報ファイル
の取り扱いの委託
委託事項１
再委託
④再委託の有無

（新規追加） 再委託する 事後
重要な変更に当たらない変更
（実際の取扱いに沿った修正）

Ⅱ　４．特定個人情報ファイル
の取り扱いの委託
委託事項１
①委託内容

（新規追加）
福祉総合システムの運用・保守管理業務（法制
度改正に伴う改修作業を含む）

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない

Ⅱ　４．特定個人情報ファイル
の取り扱いの委託
委託事項１
②委託先における取扱者数

（新規追加） 10人未満 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない

Ⅱ　４．特定個人情報ファイル
の取り扱いの委託
委託の有無

委託しない
委託する
（1）件

事後
重要な変更に当たらない変更
（実際の取扱いに沿った修正）

Ⅱ　４．特定個人情報ファイル
の取り扱いの委託
委託事項１

（新規追加） 福祉総合システムの運用・保守管理業務 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない

令和7年4月30日

令和7年4月30日

令和7年4月30日

令和7年4月30日

令和7年4月30日

令和7年4月30日

令和7年4月30日

令和7年4月30日

令和7年4月30日

令和7年4月30日

令和7年4月30日

Ⅰ　２．特定個人情報ファイル
を取り扱う事務において使用
するシステム
システム1
②システムの機能

以下の機能は、福祉総合システムが有する機能
のうち、児童手当の支給に関して使用する機能
のみ記載している。

１．資格記録管理機能
　　受給者の受給事由の認定・消滅情報の管理
を行う。

２．手当支給実績管理機能
　受給者に対する児童手当等の支給情報の管
理を行う。

３．受給者管理機能
　　受給者の口座情報変更等の管理を行う。

４．事業状況報告機能
　　事業状況報告に関する集計表の作成を行
う。

５．共通管理機能
　　以上１～４の機能が共通して利用する情報
（世帯員情報・送付先情報等）を管理する。

以下の機能は、福祉総合システムが有する機能
のうち、児童手当の支給に関して使用する機能
のみ記載している。

１．資格記録管理機能
　　受給者の受給事由の認定・消滅情報の管理
を行う。

２．手当支給実績管理機能
　　受給者に対する児童手当の支給情報の管理
を行う。

３．受給者管理機能
　　受給者の口座情報変更等の管理を行う。

４．事業状況報告機能
　　事業状況報告に関する集計表の作成を行
う。

５．共通管理機能
　　以上１～４の機能が共通して利用する情報
（世帯員情報・送付先情報等）を管理する。

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない

Ⅱ　２．基本情報
③対象となる本人の範囲

児童手当等の受給者・配偶者・支給対象児童
児童手当の受給者・配偶者・支給対象児童・18
歳年度末以降22歳年度末までの者

事後
重要な変更に当たらない変更
（法令改正による変更）

Ⅱ　２．基本情報
③対象となる本人の範囲
その必要性

支給対象児童を監護するものが手当を適正に
受給できるよう、資格の審査・決定をするため。

支給対象児童・18歳年度末以降22歳年度末ま
での者を監護するものが手当を適正に受給でき
るよう、資格の審査・決定をするため。



Ⅱ　４．特定個人情報ファイル
の取り扱いの委託
委託事項１
再委託
⑥再委託事項

（新規追加） システムの運用・保守及びシステムの改修 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない

Ⅱ　６．特定個人情報の保管・
消去
保管場所

・サーバー室の入口で指紋認証によるチェックを
行い、サーバーの操作が許可されたものだけが
入室できる場所にサーバーを設置している。
・不正アクセス行為の禁止等に関する法律にい
うアクセス制御機能としては、ユーザIDによる識
別とパスワードによる認証、さらに認証したユー
ザに対する認可機能によって、そのユーザがシ
ステム上で利用できることを制限することで、認
証（ログイン）、認可（処理権限の付与）、監査（ロ
グ運用）を行っている。
・申請書等は保存期間経過後は、文書取り扱い
規定に従い廃棄している。
・LGWAN接続端末に一時的に記録した個人番
号付き電子データは、紙に打ち出し後、速やか
に完全に消去する。

〈大分市での措置〉
・サーバー室の入口で指紋認証によるチェックを
行い、サーバーの操作が許可されたものだけが
入室できる場所にサーバーを設置している。
・不正アクセス行為の禁止等に関する法律にい
うアクセス制御機能としては、ユーザIDによる識
別とパスワードによる認証、さらに認証したユー
ザに対する認可機能によって、そのユーザがシ
ステム上で利用できることを制限することで、認
証（ログイン）、認可（処理権限の付与）、監査（ロ
グ運用）を行っている。
・申請書等は保存期間経過後は、文書取り扱い
規定に従い廃棄している。
・LGWAN接続端末に一時的に記録した個人番
号付き電子データは、紙に打ち出し後、速やか
に完全に消去する。

〈ガバメントクラウドにおける措置〉
①サーバー等はクラウド事業者が保有・管理す
る環境に設置し、設置場所のセキュリティ対策は
クラウド事業者が実施する。なお、クラウド事業
者はＩＳＭＡＰのリストに登録されたクラウドサー
ビス事業者であり、セキュリティ管理策が適切に
実施されているほか、次を満たすものとする。
・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018の認証を受けて
いること。
・日本国内でのデータ保管を条件としているこ
と。
②特定個人情報は、クラウド事業者が管理する
データセンター内のデータベースに保存され、
バックアップも日本国内に設置された複数の
データセンターのうち本番環境とは別のデータセ
ンター内に保存される。

事前 重要な変更

Ⅱ　５．特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
移転先1
⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

児童手当の受給資格者・その配偶者・支給対象
児童（過去に児童手当受給対象者であったもの
を含む）

児童手当の受給資格者・その配偶者・支給対象
児童（過去に児童手当受給対象者であったもの
を含む）・18歳年度末以降22歳年度末までの者

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない

Ⅱ　５．特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
移転先2
⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

児童手当の受給資格者・その配偶者・支給対象
児童（過去に児童手当受給対象者であったもの
を含む）

児童手当の受給資格者・その配偶者・支給対象
児童（過去に児童手当受給対象者であったもの
を含む）・18歳年度末以降22歳年度末までの者

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない

Ⅱ　５．特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先2
③提供する情報

番号法別表第二における児童手当法による児
童手当若しくは特例給付の支給に関する特定個
人情報

番号利用法第19条第8号に基づく主務省令第2
条の表における児童手当法による児童手当の
支給に関する情報

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない

Ⅱ　５．特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先2
⑤提供する情報とは対象とな
る本人の範囲

児童手当等の受給資格者・その配偶者・支給対
象児童

児童手当の受給資格者・その配偶者・支給対象
児童・18歳年度末以降22歳年度末までの者

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない

Ⅱ　５．特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先１

都道付県知事等 都道府県知事等 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない

Ⅱ　５．特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先１
⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

児童手当等の受給資格者・その配偶者・支給対
象児童

児童手当の受給資格者・その配偶者・支給対象
児童・18歳年度末以降22歳年度末までの者

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない

令和7年4月30日

令和7年4月30日

令和7年4月30日

令和7年4月30日

令和7年4月30日

令和7年4月30日

令和7年4月30日

令和7年4月30日

令和7年4月30日

その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない

Ⅱ　５．特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
移転先2
⑥移転方法

［〇］庁内連携システム
［〇］紙

［〇]庁内連携システム
［〇］紙
［〇］その他（共有フォルダ）

事後



Ⅲ リスク対策※（7.②を除く。）　
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
再委託による特定個人情報
ファイルの適切な取扱いの担
保
具体的な方法

（新規追加）
情報セキュリティ及び個人情報保護に関する研
修の実施状況を確認し、報告させている。

事後
重要な変更に当たらない変更
（実際の取扱いに沿った修正）

令和7年4月30日

Ⅲ リスク対策※（7.②を除く。）　
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
再委託による特定個人情報
ファイルの適切な取扱いの担
保

再委託していない 十分に行っている 事後
重要な変更に当たらない変更
（実際の取扱いに沿った修正）

Ⅲ リスク対策※（7.②を除く。）　
２.特定個人情報の入手（情報
ネットワークシステムを通じた
入手を除く。）
特定個人情報の入手（情報提
供ネットワークシステムを通じ
た入手を除く。）におけるその
他のリスク及びそのリスクに対
する措置

（不適切な方法で入手が行われるリスク対策）
・児童手当等に関する事務を取り扱うにあたり、
根拠法令である児童手当法及び同施行規則等
に規定された内容を遵守することで、不適切な
方法による情報の入手を防止する。
・本人から情報を取得する場合は、児童手当等
の審査資料となる旨を説明した上で取得する。
・住民がサービス検索・電子申請機能から個人
番号付電子申請データを送信するためには、個
人番号カードの署名用電子証明書による電子署
名を付すこととなり、のちに署名検証も行われる
ため、本人からの情報のみが送信される。
・サービス検索・電子申請機能の画面の誘導に
おいて住民に何の手続を探し電子申請を行いた
いのか理解してもらいながら操作をしていただ
き、たどり着いた申請フォームが何のサービスに
つながるものか明示することで、住民に過剰な
負担をかけることなく電子申請を実施いただける
よう措置を講じている。

（不適切な方法で入手が行われるリスク対策）
・児童手当に関する事務を取り扱うにあたり、根
拠法令である児童手当法及び同施行規則等に
規定された内容を遵守することで、不適切な方
法による情報の入手を防止する。
・本人から情報を取得する場合は、児童手当の
審査資料となる旨を説明した上で取得する。
・住民がサービス検索・電子申請機能から個人
番号付電子申請データを送信するためには、個
人番号カードの署名用電子証明書による電子署
名を付すこととなり、のちに署名検証も行われる
ため、本人からの情報のみが送信される。
・サービス検索・電子申請機能の画面の誘導に
おいて住民に何の手続を探し電子申請を行いた
いのか理解してもらいながら操作をしていただ
き、たどり着いた申請フォームが何のサービスに
つながるものか明示することで、住民に過剰な
負担をかけることなく電子申請を実施いただける
よう措置を講じている。

事後
重要な変更に当たらない変更
（文言の修正）

令和7年4月30日

令和7年4月30日

令和7年4月30日

Ⅲ リスク対策※（7.②を除く。）　
２.特定個人情報の入手（情報
ネットワークシステムを通じた
入手を除く。）
特定個人情報の入手（情報提
供ネットワークシステムを通じ
た入手を除く。）におけるその
他のリスク及びそのリスクに対
する措置

（入手した特定個人情報が不正確であるリスク
対策）
・入手した特定個人情報について、保持している
特定個人情報との突合を行い、真正性及び正確
性の確認を行う。
・窓口での聴聞や添付書類との整合性から正確
性を担保する。
・情報の入力、削除、訂正を行う場合には処理
前・処理後にそれぞれ二重チェックを行うことで
正確性を担保する。
・公簿情報（住民登録及び所得等）の確認等が
できない又は添付書類に不足がある場合は、提
出や情報確認ができるまでは認定保留の取扱
いとし、一定期間その提出がない場合は却下扱
いとする。
・住民がサービス検索・電子申請機能から個人
番号付電子申請データを送信するためには、個
人番号カードの署名用電子証明書による電子署
名を付すこととなり、電子署名付与済の個人番
号付電子申請データを受領した地方公共団体は
署名検証（有効性確認、改ざん探知等）を実施
することとなる。これにより、本人確認を実施す
る。
・サービス検索・電子申請機能への個人番号の
入力時には、チェックデジット等の機能により、不
正確な個人番号が入力されないようにしている。
また、個人番号カード内の記憶領域に格納され
た個人番号を申請フォームに自動転記を行うこ
とにより、不正確な個人番号の入力を抑止する
措置を講じている。

（入手した特定個人情報が不正確であるリスク
対策）
・入手した特定個人情報について、保持している
特定個人情報との突合を行い、真正性及び正確
性の確認を行う。
・窓口での聴聞や添付書類との整合性から正確
性を担保する。
・情報の入力、削除、訂正を行う場合には処理
前・処理後にそれぞれ二重チェックを行うことで
正確性を担保する。
・公簿情報（住民登録及び所得等）の確認等が
できない又は添付書類に不足がある場合は、提
出や情報確認ができるまでは認定保留の取扱
いとし、一定期間その提出がない場合は却下扱
いとする。
・住民がサービス検索・電子申請機能から個人
番号付電子申請データを送信するためには、個
人番号カードの署名用電子証明書による電子署
名を付すこととなり、電子署名付与済の個人番
号付電子申請データを受領した地方公共団体は
署名検証（有効性確認、改ざん探知等）を実施
することとなる。これにより、本人確認を実施す
る。
・サービス検索・電子申請機能への個人番号の
入力時には、チェックデジット等の機能により、不
正確な個人番号が入力されないようにしている。
また、個人番号カード内の記憶領域に格納され
た個人番号を申請フォームに自動転記を行うこ
とにより、不正確な個人番号の入力を抑止する
措置を講じている。

事後
重要な変更に当たらない変更
（文言の修正）

令和7年4月30日

Ⅲ リスク対策※（7.②を除く。）　
２.特定個人情報の入手（情報
ネットワークシステムを通じた
入手を除く。）
特定個人情報の入手（情報提
供ネットワークシステムを通じ
た入手を除く。）におけるその
他のリスク及びそのリスクに対
する措置

（入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失する
リスク）
・窓口で本人又は本人の代理人が来庁する場合
は、職員が直接認定請求書等を収受する。ま
た、受付事務が完了次第、直ちに書類を定めら
れた保管箱へ格納する。
・郵送で情報を入手する場合は、送付先誤り等
による情報漏えい・紛失等を防止するため、事
前に担当所属名及び所在地を広く周知する。ま
た、返信用封筒等はあらかじめ担当所属名及び
所在地を印刷等したものを使用する。
・システム起動に必要なソフトウェアは、情報政
策課への申請により必要個数のみが貸与される
ため、入力が行える端末を限定し、操作に必要
なＩＤ・パスワードは、各所属長から情報システム
担当課長への申請により付与する運用とするこ
とで、操作権限のない者による不正な操作を防
止する。
・サービス検索・電子申請機能と地方公共団体
との間は、ＬＧＷＡＮ、ＶＰＮ等の回線を用いた暗
号化通信を行うことで、外部からの盗聴、漏えい
等が起こらないようにしている。

（入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失する
リスク）
・窓口で本人又は本人の代理人が来庁する場合
は、職員が直接認定請求書等を収受する。ま
た、受付事務が完了次第、直ちに書類を定めら
れた保管箱へ格納する。
・郵送で情報を入手する場合は、送付先誤り等
による情報漏えい・紛失等を防止するため、事
前に担当所属名及び所在地を広く周知する。ま
た、返信用封筒等はあらかじめ担当所属名及び
所在地を印刷等したものを使用する。
・システム起動に必要なソフトウェアは、情報政
策課への申請により必要個数のみが貸与される
ため、入力が行える端末を限定し、操作に必要
なＩＤ・パスワードは、各所属長から情報システム
担当課長への申請により付与する運用とするこ
とで、操作権限のない者による不正な操作を防
止する。
・サービス検索・電子申請機能と地方公共団体
との間は、ＬＧＷＡＮ、ＶＰＮ等の回線を用いた暗
号化通信を行うことで、外部からの盗聴、漏えい
等が起こらないようにしている。

事後
重要な変更に当たらない変更
（文言の修正）



令和7年4月30日

令和7年4月30日

令和7年4月30日

令和7年4月30日

重要な変更に当たらない変更
（実際の取扱いに沿った修正）

Ⅲ リスク対策※（7.②を除く。）　
６.情報提供ネットワークシステ
ムとの接続

［　 ］接続しない（入手）
［〇］接続しない（提供）

［　 ］接続しない（入手）
［　 ］接続しない（提供）

重要な変更に当たらない変更
（実際の取扱いに沿った修正）

Ⅲ リスク対策※（7.②を除く。）　
７.特定個人情報の保管・消去
特定個人情報の入手（情報提
供ネットワークシステムを通じ
た入手を除く。）におけるその
他のリスク及びそのリスクに対
する措置

（新規追加）

物理的対策
〈ガバメントクラウドにおける措置〉
①ガバメントクラウドについては政府情報システ
ムのセキュリティ制度（ＩＳＭＡＰ）のリストに登録
されたクラウドサービスから調達することとして
おり、システムのサーバー等は、クラウド事業者
が保有・管理する環境に構築し、その環境には
認可されたものだけがアクセスできるよう適切な
入退室管理策を行っている。
②事前に許可されていない装置等に関しては、
外部に持出できないこととしている。

事前 重要な変更

Ⅲ リスク対策※（7.②を除く。）　
６情報提供ネットワークシステ
ムとの接続
リスク２：不正な提供が行われ
るリスク
リスクに対する措置の内容

（新規追加）

【中間サーバー・ソフトウェアの措置】
（１）情報照会機能（※１）により、情報提供ネット
ワークシステムの照会許可用照合リスト（※２）を
情報提供ネットワークシステムから入手し、中間
サーバーにも格納して、情報提供機能により、照
会許可用照合リストに基づき情報連携が認めら
れた特定個人情報の提供要求であるかチェック
を実施している。
（２）情報提供機能により、情報提供ネットワーク
システムに情報提供を行う際には、情報提供
ネットワークシステムから情報提供許可証と情
報照会者へたどり着くための経路情報を受領
し、照会内容に対応した情報を自動で生成して
送付することで、特定個人情報が不正に提供さ
れるリスクに対応している。
（３）特に慎重な対応が求められる情報について
は自動応答を行わないように自動応答不可フラ
グを設
定し、特定個人情報の提供を行う際に、送信内
容を改めて確認し、提供を行うことで、センシティ
ブな特定個人情報が不正に提供されるリスクに
対応している。
（４）中間サーバーの職員認証・権限管理機能
（※３）では、ログイン時の職員認証のほかに、ロ
グイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作
内容の記録が実施されるため、不適切な接続端
末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止す
る仕組みになっている。
（※１）情報提供ネットワークシステムを使用した
特定個人情報の照会および照会した情報の受
領を行う機能。
（※２）番号利用法の規定に基づき事務手続きご
とに情報照会者、情報提供者、照会・提供可能
な特定個人情報をリスト化したもの。
（※３）中間サーバーを利用する職員の認証と職
員に付与された権限に基づいた各種機能や特
定個人情報へのアクセス制御を行う機能。

Ⅲ リスク対策※（7.②を除く。）　
６情報提供ネットワークシステ
ムとの接続
リスク２：不正な提供が行われ
るリスク
リスクへの対策は十分か

（新規追加） 十分である

重要な変更に当たらない変更
（実際の取扱いに沿った修正）

事後

事後

事後



令和7年4月30日
Ⅲ リスク対策※（7.②を除く。）　
１０.その他のリスク対策

〈中間サーバー・プラットフォームの措置〉
中間サーバー・プラットフォームを活用することに
より、統一した設備環境による高レベルのセキュ
リティ管理（入退室管理等）、ＩＴリテラシの高い運
用担当者によるセキュリティリスクの低減及び技
術力の高い運用担当者による均一的で安定した
システム運用・監視を実現する。

〈中間サーバー・プラットフォームの措置〉
中間サーバー・プラットフォームを活用することに
より、統一した設備環境による高レベルのセキュ
リティ管理（入退室管理等）、ＩＴリテラシの高い運
用担当者によるセキュリティリスクの低減及び技
術力の高い運用担当者による均一的で安定した
システム運用・監視を実現する。

〈ガバメントクラウドにおける措置〉
ガバメントクラウド上での業務データの取り扱い
については、当該業務データを保有する大分市
及びその業務データの取り扱いについて委託を
受けるASP又はガバメントクラウド運用管理補助
者が責任を有する。
ガバメントクラウド上での業務アプリケーションの
運用等に障害が発生する場合等の対応につい
ては、原則としてガバメントクラウドに起因する事
象の場合は、国はクラウド事業者と契約する立
場から、その契約を履行させることで対応する。
また、ガバメントクラウドに起因しない事象の場
合は大分市に業務アプリケーションサービスを
提供するASP又はガバメントクラウド運用管理補
助者が対応するものとする。
具体的な取り扱いについて、疑義が生じる場合
は、大分市とデジタル庁及び関係者で協議を行
う。

事前 重要な変更

Ⅲ リスク対策※（7.②を除く。）　
９.従業者に対する教育・啓発
具体的な方法

〈大分市の措置〉
１．関係職員（非常勤職員、臨時職員等を含
む。）に対して、必要な知識の習得に資するため
の研修を実施している。
２．委託業者に対しては、従業員に対し個人情
報の保護に関する必要事項の周知をするよう義
務づけ、必要があれば随時調査できることを秘
密保持契約にて締結している。

〈中間サーバー・プラットフォームの措置〉
１．中間サーバー・プラットフォームの運用に携
わる職員及び事業者に対し、セキュリティ研修等
を実施することとしている。
２．中間サーバー・プラットフォームの業務に就く
場合は、運用規則等について研修を行うこととし
ている。

〈大分市の措置〉
１．関係職員（会計年度任用職員等）に対して、
必要な知識の習得に資するための研修を実施し
ている。
２．委託業者に対しては、従業員に対し個人情
報の保護に関する必要事項の周知をするよう義
務づけ、必要があれば随時調査できることを秘
密保持契約にて締結している。

〈中間サーバー・プラットフォームの措置〉
１．中間サーバー・プラットフォームの運用に携
わる職員及び事業者に対し、セキュリティ研修等
を実施することとしている。
２．中間サーバー・プラットフォームの業務に就く
場合は、運用規則等について研修を行うこととし
ている。

重要な変更に当たらない変更
（文言の修正）

Ⅲ リスク対策※（7.②を除く。）　
７.特定個人情報の保管・消去
特定個人情報の入手（情報提
供ネットワークシステムを通じ
た入手を除く。）におけるその
他のリスク及びそのリスクに対
する措置

（新規追加）

技術的対策
〈ガバメントクラウドにおける措置〉
①国及びクラウド事業者は利用者のデータにア
クセスしない契約等となっている。
②大分市が委託したＡＳＰ（「地方公共団体情報
システムのガバメントクラウドの利用に関する基
準【第1.0版】」（令和4年10月　デジタル庁。以下
「利用基準」という。）に規定する「ガバメントクラ
ウド運用管理補助者」をいう。以下同じ。）は、ガ
バメントクラウドが提供するマネージドサービス
により、ネットワークアクティビティ、データアクセ
スパターン、アカウント動作等について継続的に
モニタリングを行うとともに、ログ管理を行う。
③クラウド事業者は、ガバメントクラウドに対する
セキュリティの脅威に対し、脅威検出やDDos対
策を24時間365日講じる。
④クラウド事業者は、ガバメントクラウドに対し、
ウイルスソフトを導入し、パターンファイルの更新
を行う。
⑤大分市が委託したASP又はガバメントクラウド
運用管理補助者は、導入しているOS及びミドル
ウエアについて、必要に応じてセキュリティパッ
チの適応を行う。
⑥ガバメントクラウドの特定個人情報を保有する
システムを構築する環境は、インターネットとは
切り離された閉域ネットワークで構成する。
⑦大分市やASP又はガバメントクラウド運用管
理補助者の運用保守地点からガバメントクラウド
への接続については、閉域ネットワークで構成
する。
⑧大分市が管理する業務データは、国及びクラ
ウド事業者がアクセスできないよう制御を講じ
る。

重要な変更

Ⅲ リスク対策※（7.②を除く。）　
７.特定個人情報の保管・消去
特定個人情報の入手（情報提
供ネットワークシステムを通じ
た入手を除く。）におけるその
他のリスク及びそのリスクに対
する措置

（新規追加）

特定個人情報の消去手順
＜ガバメントクラウドにおける措置＞
データの復元がなされないよう、クラウド事業者
において、NIST 800-88、ISO/IEC27002等に準
拠したプロセスにしたがって確実にデータを消去
する。

重要な変更

事前

事前

事後

令和7年4月30日

令和7年4月30日

令和7年4月30日


